
京都市中小事業者の
省エネリノベーション支援事業補助金

実績報告 記入・入力例

令和8年3月26日 第三稿



留意事項

● 本事業の実施における留意事項

本補助金の交付を申請する事業者の皆様には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）」及び「交付規程」をご理解のうえ、また以
下の点についても十分にご認識いただいたうえで、手続きを適正に行っていただきますようお願いい
たします。

● 申請の留意事項

ア 主な内容について

• 申請等は、事務局が書類の不足等がないことを確認した時点で受け付けたものとみなします。電
子申請フォームのステータスで確認ください。

• 申請窓口において、申請書類等の写しの交付や返却は行いませんので、控えはご自身でご用意く
ださい。

• 提出書類は、本事業に必要となる一連の業務のためにのみ利用し、申請者の秘密は保持します。

• 補助対象工事の契約及び着工は、必ず交付決定通知日以降に実施してください。交付決定を通知
する前に実施したものについては、補助金の交付対象とはなりません。

• 申請手続き後に交付申請額に変更が生じる場合は、原則として、工事着工前に必ず変更の手続き
を行ってください。（軽微な変更を除く。）

• 工事の中止・廃止をするときは、廃止申請の手続きを行ってください。

• 工事内容の確認のため、現場検査を実施することがあります。

• 交付申請等の手続について、申請者が他の者から支援を受ける場合、その費用等について申請者
と支援者の両者で事前に合意し、トラブルにならないように留意してください。なお、同手続に
よって支援者が報酬を受ける場合は、行政書士法の規定にご留意ください。

イ 実績報告について

申請者は、更新工事が完了したときは、次の表に掲げる書類を、原則、電子専用フォームで提出して
ください。申請書の提出があった日から起算し、申請書類に不足が有った場合は１～２営業日以内に、
申請書類の不備が有った場合は３～５営業日以内に電子申請フォームの連絡板にコメントを更新いた
します。
実績報告の提出受付期間
事業完了した日から起算して３０日以内又は令和９年２月２８日（日）のいずれか早い日

ウ 実績報告における留意事項

経理処理上、次のような場合は補助金の交付対象となりません。
・令和９年２月１２日（金）までに、事業完了していない場合
・証拠帳票類が不備の場合
・他の取引と相殺して支払が行われている場合

エ 写真の撮影について

補助金のご利用に当たっては、工事の着工前や工事中、完了後の写真の提出が必要となります。
撮影を忘れた場合、補助金を交付できないことがありますので、予め必要な写真をご撮影ください。
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実績報告



契約書の写し（任意様式）
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共通

契約内容が採用した見積書の内容と一致する契約書を提出してください。
契約書は電子契約書でも可能です。
契約書もしくは別紙にて実施内容（設置の経費及び設置台数、設置する事業所の所在）の内訳が
分かるようにしてください。

契約書の写し

契約書に実施内容の内訳が記載出来ない時は、
内訳が記載された別紙の提出でも可能です。

株式会社
京都市
テスト

株式会社
▲▲



支出を証する書類の写し（領収書等）

5

共通

領収書

株式会社京都市テスト 御中

￥1,100,000円

（内消費税額 100,000円）

但し 空調設備、照明機器更新費用一式

令和8年1月31日 上記正に領収いたしました

株式会社▲▲
京都府京都市●区▲町1-1

領収書が発行できない場合は､支払いの実績が確認できる｢振込先(元請業者等)が発行する経
理書類｣や｢金融機関発行の振込証明書｣等を提出してください｡
ただし､以下の情報が明記されている書類であることを確認してください｡
・発行日(交付決定通知書の日付以降であること)
・発行者
・振込者名(補助事業者名であること)
・振込先名(金融機関発行の証明書の場合のみ)
・領収又は振込金額
・｢補助対象経費を含む｣の記載がされていること
※ネットバンキング等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可とします｡

既存機器の撤去・処分並びに補助対象設備の購入がわかる書類を提出してください。

支出を証する書類の写し

【ご注意下さい】
振込手数料は補助対象外経費ですので、補助対象経費合計に含めないようお願いいたします。
交付決定時の御見積に振込手数料が含まれていた場合は、補助額の減額が必要です。
実績報告時に、理由書等（任意様式）を作成いただき、「実績報告_その他必要と認める書類」箇所
へ添付にてご提出ください。



補助対象事業完了後の写真
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共通

以下の内容を含めた導入後の設置状況と製品型番がわかる写真を提出してください。
【空調設備】□型番 □室内機 □室外機
【照明機器】□型番 □照明器具本体
【給湯設備】□型番 □給湯機本体

補助対象事業完了後の写真

【空調設備】

室内機銘板（イメージ）室内機（イメージ） 室外機（イメージ） 室外機銘板（イメージ）

【照明機器】

●●電機

LED照明器具
2025年製
型番 X0200

照明機器銘板（イメージ）照明機器本体（イメージ）

【給湯設備】

給湯機銘板（イメージ）給湯機本体（イメージ）

製品型番の箇所の撮影が困難な場合は、その旨を記載し、交換後の機器の全体写真と保証書の写し（写
真）を提出してください。
複数の設備を設置する場合は、機器表に記載する番号等と対応させて、わかりやすく整理してください。

天井埋込形の空調や照明機器の銘板などは工事中でないと撮影できないものもあるため忘れずに撮影
してください。



エネルギー消費量等報告書
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共通

エネルギー消費量等報告書

エネルギー消費量等報告書に関する要綱第８号様式に記入し提出してください。
□前年度（前年4月～今年3月）分

※採択されたすべての事業者が提出必要です
【令和7年度に採択された事業者】令和6年度分の実績
【令和8年度に採択された事業者】令和7年度分の実績

エネルギー消費量等報告書制度や記載の詳細は京都市情報館にございます。
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000289103.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000289103.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000289103.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000289103.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000289103.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000289103.html


通帳等の写し、その他必要と認める書類
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共通

通帳等の写し

□表紙及び見開きページ
以下が確認できるもの
□補助金振込先の口座名義人（フリガナ）
□金融機関名 □店名
□預金の種類 □口座番号

表紙 見開き

オンライン口座の場合、マイページ画面等で、補助金振込先の口座名義人（フリガナ）、金融機関名 、
店名、預金の種類、口座番号が分かるものを提出してください。フリガナの記載がない場合、マイ
ページ画面でなくとも、口座開設時に届け出た情報（登録済のフリガナ）が分かる資料があればそち
らをご提出ください。

その他必要と認める書類

空調設備と給湯設備は、新設の設備の製造年が分かる根拠資料
※導入設備の製造年が２０２４年以降である事を証明する根拠資料が必要です。根拠資料が無い場合は、
要件を満たさず補助対象外となります。
※製造年が分からない場合は、設置時の納入仕様書、取扱説明書、または、室内機・室外機に型番が記載
されているかと思いますので、インターネットで調べていただくか、メーカーに問合せをしてください。
(別途、交付申請後に求める場合あり)



実績報告の開始
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申請フォーム

実績報告を開始する場合は、事務局ホームページhttps://j-lppf2.jp/kyoto-
chusho-eco/ をご覧ください。実績報告に必要な書類・をよくご確認の上、「新規申
請フォーム」より申請してください。

補助対象経費（税抜価格）×１／３で算出した補助金額に
1,000 円未満の端数がある場合は切り捨ててください。
審査によって補助金交付額が変動する場合があります。

実績報告は「マイページ」から実施いただけます。
マイページよりログインいただき、実績報告した
い事業者を選択ください。

マイページ

https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/


実績報告の開始
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申請フォーム

ステータスが「【申請者】交付決定」、または「【申
請者】実績報告の修正が必要です」の場合、実績
報告の提出が可能です。

申請内容の閲覧画面から「フォームを表示」から
実績報告が可能です。



実績報告の開始
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申請フォーム

必須項目 任意項目

実績報告日は自動で今日の日付が入ります。
※編集はできません。

空調設備と給湯設備は、新設の設備の製造年が分かる根
拠資料を提出してください。

事業を実施した設備すべての各書類を提出してください。
ファイルは複数添付可能です。

交付申請額が変わらない変更（軽微な変更）がある場合は、
変更内容を記入してください。
（例） ・交付申請額が変わらないサイズや仕様の変更

・引越しなど申請者の所在地の変更
・異動などによる申請担当者の氏名や連絡先の変更
・工事施工者の変更 など



請求者名・所在地がが申請者情報と同じ
場合、チェックを入れますと、請求者名、
請求者の所在地の入力を省略できます。

実績報告の開始
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申請フォーム

必須項目 任意項目

口座番号が7桁に満たない場合
は頭に「0」をつけて入力ください。

補助金交付申請額が自動で入ります。
審査によって補助金交付額が変動する場合があります。

支店名（部分検索可）を入力後、 マークをクリックしますと、

検索結果が表示されます。該当の金融機関の情報をダブル
クリックしますと、自動で金融機関情報が入力されます。

ゆうちょ銀行の場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き
下部に記載）を記入してください。

すべての申請情報を正しく入力しましたら、確認ボタンを押してください。
確認ボタンを押しても申請は完了しません。

確認ボタンを押下後、入力や添付に不備があればエラー内容が表示されます
ので、ご確認のうえ対応をしていただき、再度確認ボタンを押下してください。
入力や添付に不備がなければ、申請内容の確認画面に移行します。申請内容
に問題がなければ「回答」ボタンを押してください。回答ボタンを押下し、画面
が移行したら交付申請の提出が完了です。

通帳見開きに記載の口座名義を半角カナで30文字
以内で入力してください。
30文字を超過する場合は、事務局にご連絡ください。
次頁に詳細は注意事項がございます。次

頁
参
照



実績報告の開始
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申請フォーム

口座情報入力の注意点

2. 個人名の場合、姓と名の間には半角スペースを入れてください。
（例） ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ

3. 禁止文字
A・Bのような中点は不可
（例） 正 ： ｴｰ.ﾋﾞｰ.ｼｰ  誤 ： エー・ビー・シー

長音記号「ー」は使用不可
※マイナス「-」でお願いします

縮小文字は使用不可
（例） 正 ： ｷﾖｳﾄ   誤 ： ｷｮｳﾄ

使えない記号・文字
⇒「ヲ」、「全角英数字」、「全角スペース」

4. その他
（１）法人格を有する企業・団体は、代表者名の入力は不要です。
（２）法人格を持たない個人事業主は、個人名まで入力する必要があります。

なおその際、姓と名の間には半角スペースを入れてください。

法人略語および営業所略語が略語判別表示として記載されて
いる場合は、通帳見開きに記載の通りに入力ください。

（例） ｶ)ｷﾖｳﾄ

１.受取人名は通帳見開きに記載されている口座名義を半角カナで30文字以内で登録してください。

※通帳表面の名義ではありません。必ず見開きに記載の通りに登録ください。

口座名義が半角30文字を超過する場合は、事務局にご連絡ください。



実績報告書（第８号様式）
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書面申請

提出日を記入して下さい。

ビルやテナント等建物内にある場合、
建物名や階数、部屋番号まで記入ください。

交付決定通知書に記載の日付を記入してください。

原則オンライン申請です。オンライン申請の場合、第８号様式の書面の提出は不要です。



実績報告書（第８号様式）
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書面申請

本補助金の実施報告を委任する場合、委任者情報をすべて記入してください。
委任されない場合は委任者情報の記入は不要です。

その他書類添付がある場合は、内容を記載ください。



補助金交付請求書（第１０号様式）
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申請者と同じとしてください。

ゆうちょ銀行は【店番】（数字3桁）を
記入してください。

補助対象経費（税抜価格）×１／３で算出した補助金額に
1,000 円未満の端数がある場合は切り捨ててください。
審査によって補助金交付額が変動する場合があります。

提出日を記入して下さい。

書面申請
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